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１．学校安全と安全管理

安全教育 安全管理 組織活動

●学校事故とは…
教育活動中

か し

２．校内における危機管理体制
（１）学校管理下の事故
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（２）学校事故・災害救急システム(基本ライン)

事故発見者

緊急対策本部
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（３）学校事故発生時の役割分担

連

携

連

携
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（４）学校事故発生時の対応

近くの生徒職員に職員室及び保健室への連絡を依頼する

必要の可能性があれば速やかに１１９番１１０番へ通報する
または通報を依頼する

※１１９番通報時のポイント

消防の通信司令員から処置等について指示や指導が
もらえるので電話は切らない。

→Ｐ５,６ 応急処置

→Ｐ５,６ 応急処置
用意するもの→ 携帯電話・生徒の健康上のデータ・

応急処置用具・(ＡＥＤやエピペン)

事実のみ伝え

→Ｐ７ 初期対応当

学校事故発生

生徒の健康上のデータ・救急時

記録シート(P6)・初期対応記録
用紙(P7)・生徒名確認用タグ

(P7)・筆記用具
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応急処置について ※管理者への報告より生徒の生命の安全を優先する

大きな声で呼びかけ、肩をたたき、反応の有無を確認する。

すぐに１１９番へ通報する。(または通報を依頼する)

呼吸の有無を確認する。

ただちに心肺蘇生(胸骨圧迫・人工呼吸(可能ならば))を開始

｢死戦期呼吸」
いつもと様子が違うときは迷わず胸骨圧迫

を開始する。 心停止ではない人に胸骨圧迫をしても大きな問題は起こらない

●胸骨圧迫は、強く･速く･絶え間なく。胸の沈みが５～６㎝で１分間に１００～１２０回
※人工呼吸をする場合は、胸骨圧迫３０回・人工呼吸２回の繰り返し

●ＡＥＤを装着し、指示に従う

※ＡＥＤの解析の結果｢電気ショック不要」の指示が出たときでも胸骨圧迫不要の
意味ではないので、ただちに胸骨圧迫を開始し、続ける。

※電気ショックを行う際には誰も傷病者に触れていないことを確認する。
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初期対応について ※随時緊急対策本部に状況を報告し、的確な対応を実現する

※応援に駆けつけた職員は、生徒指導担当の指示により以下の事柄について分担し、対処する。

他に手当を必要とする生徒がいないか確認

関係する生徒を把握
加害者となる生徒がいる場合

「いつ」・「誰が」・「どこで」・「何をして」・「どうなったのか」を聴き取る。

聴き取った内容を集約し、本部へ報告

負傷者が複数いる場合は生徒名を書いたタグを生徒の手首につける 乗った救急車の番
号を記録

初期対応セット内の救急搬送用生徒確認タグ及び記録用紙
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緊急対策本部が留意すべきこと

学校⾧・教頭はその日のうちに被害生徒の自宅または病院を訪ね、確認できた状況等を報告する。
保護者に対しては学校が知り得た事実はすべて正確に伝える等責任有る対応を行う。

報道機関との対応は、学校⾧や教頭などの責任ある立場の人一人だけがあたる。それ以外は、イ
ンタビューされても、決して個人の見解は言わないようにする。

(５)基本調査(事実関係を整理する調査)の実施

１，調査対象および目的

２，基本調査の実施

３，被害生徒の保護者との関わりについて

(６)詳細調査(事故に至る過程や原因の分析をする調査)の実施
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３．基本ライン以外の危機管理の対処（フロー図）

（１）行事等校外での事故

学校事故の発生

◎クラブ活動中の怪我について…
「学校事故」であることから、同様の
危機管理対応をする。
※怪我の状況が軽微であると判断さ
れる場合は「事後報告」でよい
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（２）不審者の侵入時

不審者発見 ●不審者とは外来者票をつけていない人のことを指す
●大切なことは生徒職員の安全の確保

自身の安全を確保できる距離(２ｍ～３ｍ)をとって声をかける

答えがない・答えが不審だ・様子がおかしい

事務室前窓口に案内 周りに生徒がいる 周りに生徒がいない

安全な距離は確保し、不審
者に背を向けて案内しない

①生徒の安全を確保する
非常ボタンを押す

② 非常ボタン(各階廊下)
を押す

③ 不審者侵入とその場所
を職員室に伝えるよう指示する

①不審者に生徒が近

④
づかないようにする

②

不審者侵入緊急対応
１複数で対応し､退去を求める
２退去しない場合は以下のように

職員室に走り不審者 ①警察へ通報する
侵入を職員に伝える ②さすまたを持ち､現場へ急行する

３不審者を捕まえることより生徒と
職員の安全を守る

４さすまたの先は不審者の目の高さ
へ突き出す

５不審者が逃走したら後を追い、
近隣の人に危険を知らせる
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（３）生徒引き渡し時における保護者の本人確認

必ず保護者本人であることを確認する

名前や携帯番号を聞けない時

※祖父母や叔父叔母からの電話の時

※生徒は保健室で待機させる。
※生徒を受け渡すときは必ず職員が立ち会い本人確認をすることを基本とする。
※直接担任の携帯に電話が入り、保護者の本人確認ができていればそれでよい。
※早退させる時は必ず教頭先生に報告する。

◎災害時における生徒引き渡し方法については Ｐ１６ 参照
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（４）頭頸部の外傷


